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要約 

本稿の目的は、民族紛争後の社会において、多数派と少数派に政治権限をどのように配分すれ

ば、多数派の協調的な政治改革のインセンティブを引き出すことができるかという問題につい

て検討することである。本稿の主要な結論は以下の点にある。第１に、多数派の民族主義的政

治改革を抑制するには、少数派に政治決定権と政治交渉力を与える必要がある。第２に、多数

派の協調的政治改革を促進するためには、少数派に政治決定権、多数派に政治交渉力を与える

必要がある。どのような政治改革を目標とするかに応じて、政治権限の配分方法は異なる。 
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 はじめに 

 
NATO空爆後の 1999年 6月 10日、国連安保理は決議 1244(コソボ和平決議)を採択した。
この決議によってセルビア共和国のコソボ自治州は、NATO主導の国連平和維持部隊
KFOR(Kosovo Force)によって治安が維持され、国連コソボ暫定行政機構UNMIK(United 
Nations Interim Administration Mission in Kosovo)によって領域管理されることになった1。コ

ソボのアルバニア人は、この国連決議によって独立は認められなかったが、自治権の拡大

は認められた。コソボの多数派のアルバニア人が自治権の拡大を意図し民族主義的活動を

強めれば、今度は少数派のセルビア人が反発し民族紛争に発展する可能性がある2。 
国際社会は、コソボ自治州のように国際的に管理された領域への政治権限の委譲の後に

民族紛争を回避するためには、どのような政治制度を準備しておけばよいだろうか。紛争

後の平和構築の議論では、社会経済的側面に焦点が当てられ(Fearon and Latin 2004, 36-41)、
政治制度や政治改革の問題はこれまで理論的には必ずしも十分に検討されていない。国際

的領域管理の議論においても、ガバナンスや民主主義の重要性(Barnes 2001; Wilde 2001)が

                                                      
1 国連による国際的領域管理の近年の例には、コソボ以外に、カンボジア(UN Transitional Authority in Cambodia: 
UNTAC)や東チモール(UN Transitional Administration in East Timor: UNTAET)などがある(Matheson 2001; 
Strohmeyer 2001)。 
2 少数派の排除が民族紛争に発展し、少数派が分離・独立を求めるようになると、国家性問題(problems of 
stateness)が発生する(Linz and Stepan 1996, 29)。 
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指摘されているが、政治制度や政治改革については十分に議論されていない3。 
自由で公正な選挙それ自体は、このような問題の解決策としては十分なものでなはない

だろう。というのは、民主的選挙によって成立した政権が、民族主義的な政治改革(憲法制
定)を実施し、民族間関係を悪化させる場合があるからである。民主的選挙は、少数派に機
会の平等を保証するが、結果の平等は保証しない4。それ故、民主的選挙によって政治権限

を獲得した多数派が、国家の意思決定過程から少数派を排除し、多数派に有利な政治改革

を実施する可能性がある5。 
例えば、旧ユーゴ地域の後継諸国では、1990年の出発選挙後、民族主義政権が成立した
クロアチア共和国では、多数派のクロアチア人が政治権限を独占し、民族主義的な政治改

革(憲法制定)を実施した。これが少数派セルビア人の排除と反発を招き、民族紛争に発展
した6。クロアチア共和国では、1990 年 4 月/5 月の出発選挙で議会選挙が行われた。民族
主義的な綱領を掲げたクロアチア民主同盟が議会の過半数を支配し(Woodward 1995, 
119-120)、同年 12月にはクロアチア共和国新憲法が制定された。この新憲法の制定は、多
数派クロアチア人の権限を拡大する民族主義的政治改革―公用語(クロアチア語)、公用文
字(ラテン文字)、国旗、公共施設の名称などでクロアチア化―であり、少数派のセルビア
人を排除するものであった。 
他方、マケドニア共和国のように民族紛争が回避された場合もある。1990年の出発選挙
後、民族間で政治権限の分有を実現したマケドニア共和国では、少数派アルバニア人の集

団的権利を保障するような協調的な政治改革が行われた。1990 年 11 月の出発選挙におい
て、マケドニア人の民族主義政党が第 1 党になったが、単独で多数を得ることはできず
(Woodward 1995, 122)、マケドニア人とアルバニア人との連立内閣が形成された。1991年
12月のマケドニア共和国新憲法では、民族間の権力分有が明記され、アルバニア人などの
少数民族への配慮が行われ、一部の地域では少数派の言語の使用(7条)や母語での教育・表
現の自由(48条)を認めた7。 
本稿の目的は、民族紛争後に国際社会の影響下にある社会において、多数派と少数派に

政治権限をどのように配分すれば、多数派の協調的な政治改革のインセンティブを引き出

すことができるかという問題について検討することである。ここで政治改革には、民族主

義的政治改革と協調的政治改革があるとする。前者は多数派が民族主義を強めるような政

治改革であり、後者は少数派の集団的権利を保障するような政治改革である。また政治権

                                                      
3 平和構築に関する実証研究(Doyle and Sambanis 2000; Hartzell, Hoddie and Rothchild 2001; Fortna 2004)でも、政治
制度や政治改革の問題はより長期の課題であるために、それらに対する関心は低い。 
4 各民族の構成員が民族的アイデンティティーに従って投票すると、特に比例代表制のもとでは、選挙結果は
民族構成比に一致することになる(Horowitz 1985, 83-85)。その結果、多民族国家では、選挙の勝者と敗者の境界
線が民族間の境界線に一致する可能性が高くなる。 
5 民主主義や自由主義は、市場経済化とともに平和構築の基本原則(自由主義的な国際主義)として紛争後の社会
に提起されてきた。それが持つイデオロギー的な側面については、Paris(1997, 2002)を参照のこと。 
6 1991年、クロアチア共和国ではクロアチア人78％、セルビア人12％、マケドニア共和国ではマケドニア人64.6%、
アルバニア人 21.0％であった(Woodward 1995, 33-34)。 
7 アルバニア人はこの憲法を必ずしも容認していたわけではなく、マケドニア人とアルバニア人との間には対
立が存在していた(Zahariadis 2003)。これが 2001年 3月の武力紛争を導いた。この武力紛争後の 2001年 8月の
「オフリド合意(Ohrid Agreement)」で、国家の再定義が行われると共に、アルバニア語の公用語化、アルバニア
人の民族的象徴の使用、アルバニア人警察官の増大などを認めた(Balkan Report, Aug. 17, 2001)。2001年 11月に
はこの合意に基づき憲法の修正が行われた。 
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限には、政治決定権と政治交渉力があるとする。政治決定権は多数派の民族主義的活動を

容認する権限であり、政治交渉力は多数派と少数派の利得分配を決定する権限である。２

つの政治権限を多数派と少数派にどのように配分すれば、民族主義的政治改革を抑制し、

協調的政治改革を実施させることができるかというのが、ここでの問題である。 
本稿の主要な結論は以下の点にある。第１に、どのような政治改革も実施されない場合

には、誰が政治決定権を握っているかに関わらず、政治交渉力をもつアクターが利得を増

大させることができる。したがって、政治交渉力の配分が重要になる。第２に、民族主義

的活動について政治交渉が不可能な場合には、多数派が政治決定権を握っているときには、

多数派は民族主義的政治改革のインセンティブをもつ。少数派が政治決定権を握っている

ときには、多数派は協調的政治改革のインセンティブをもつ。したがって、政治決定権の

配分が重要になる。第３に、民族主義的活動について政治交渉が可能な場合には、多数派

の民族主義的政治改革を抑制するには、少数派に政治決定権と政治交渉力を与える必要が

ある。多数派の協調的政治改革を促進するためには、少数派に政治決定権、多数派に政治

交渉力を与える必要がある。 
 以下、本稿はつぎのように構成される。第１節では、政治権限の配分と政治改革のモデ

ルを構成する。第２節では、政治改革が実施されない場合には、政治交渉力の配分が重要

になることを示す。第３節では、政治交渉が不可能な場合には、政治決定権の配分が重要

なことを示す。第４節では、民族主義的政治改革のインセンティブについて検討し、第５

節では、協調的政治改革のインセンティブについて検討し、最後に、本稿の主要な結論を

要約する。 
 
 

第１節 政治権限の配分と政治改革のモデル 

 
政治権限の配分と政治改革のモデルを構成しよう。本稿のモデルの特徴は、政治改革に

ついて政治交渉が不可能な状況を想定した不完備契約アプローチという点にある8。 
１）アクター：このゲームのアクターは、多数派と少数派および国際社会である9。多数

派の目的は、民族主義的活動と政治改革によって利得を最大化することである。少数派の

目的は、多数派の民族主義と政治改革の下で損失を最小化することである10。多数派も少

数派もリスク中立的とする。国際社会の目的は、民族紛争を回避するような制度設計を行

うことである。国際社会は、多数派と少数派の政治交渉の取引費用を十分に削減し、多数

派の協調的政治改革のインセンティブを引き出すような政治権限の配分をデザインする11。 

                                                      
8 不完備契約アプローチは合理的選択理論の1つである。不完備契約アプローチについては、Hart (1985), Che and 
Hausch (1999), Maskin and Tirole (1999), Tirole (1999), 伊藤(2003)などを参照のこと。紛争回避に関する従来の研究
には、社会的マッチング・ゲーム(Fearon and Laitin 1996)やコンストラクティヴィズム(Fearon and Laitin 2000)お
よび紛争管理(Genicot and Skaperdas 2002)などのアプローチがある。 
9 紛争は多様な原因によって発生するが(Collier and Hoeffler 2004; Fearon 2004; Fearon and Laitin 2003; Hegre et al. 
2001; Kalyvas 2003; Licklider 1995)、ここでは民族間の紛争を想定する。 
10 合理的選択以外の民族紛争の分析アプローチについては、Brubaker and Laitin(1998)を参照のこと。 
11 国際的に領域管理された地域における国際社会の政治権限については、Doyle(2002)を参照のこと。 
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２）行動空間：多数派には２回、少数派と国際社会には１回、それぞれ選択の機会があ

る。多数派の１回目の選択は、第１期に政治改革を実施するか否かである。２回目の選択

は、第２期に民族主義的活動をどこまで行うかである。少数派の行動は、第２期に多数派

の民族主義的活動をどこまで認めるかである。国際社会は、第 0期に政治決定権と政治交
渉力を多数派と少数派にどのように配分するかを決定する。 
多数派が実施する政治改革は、例えば憲法の制定や改正であり、地域や社会に関係特殊

的な性格を持ち、少数派の集団的権利や領域的自治およびその言論・表現・教育・宗教・

結社の自由などに関わるものである。したがって、政治改革はその内容に応じて多数派と

少数派に異なる影響を及ぼす。ここで、政治改革には２つのタイプがあるとする。１つは、

多数派の限界利得を増大する民族主義的政治改革rnj (j=0,1) (nationalistic political reform)で
ある。もう１つは、少数派の限界損失を低下させる協調的政治改革rcj (j=0,1) (cooperative 
political reform)である12。j=0は政治改革を実施しないこと、j=1は政治改革を実施すること
を表す。 
多数派の民族主義的活動は、所与の政治改革(憲法)の下で合法的に行われ、例えば、国
会議員・閣僚・政府要職・裁判官・軍隊・警察官・公務員などの民族間比率13、予算配分、

税制、公共政策、メディア統制、民族的象徴の使用などにおいて、多数派に有利に行動す

ることである。少数派は、多数派の政治改革や民族主義的活動によって合法的に差別・排

除される可能性があり、政治活動の制限、経済活動の規制(雇用・労働条件の差別)、民族
言語による教育の制限などが行われる可能性がある。 
国際社会は、政治交渉の取引費用を削減し、政治決定権Φk(k=M,N)と政治交渉力Ω

l(l=M,N)を多数派と少数派に配分する。kは政治決定権を持つアクター、lは政治交渉力を持
つアクター、Mは多数派、Nは少数派を表す。政治決定権は、多数派の民族主義的活動を
容認する権限である。政治交渉力は、多数派と少数派の利得分配を決定する権限である。

ここでは簡単化のために、政治交渉力を持つ方が交渉において最大限の受け取り・最小限

の支払いをすると仮定する。 
３）政治状態：国際社会が多数派と少数派に政治決定権と政治交渉力を配分する方法は、

(ΦM,ΩM)、(ΦM,ΩN)、(ΦN,ΩM)、(ΦN,ΩN)の４通りある。多数派が行う政治改革の内容と実
施の可否については、rn0, rn1, rc0, rc1の４通りある。したがって、政治権限の配分と政治改革

の実施の組み合わせによって決まる政治状態は全部で 16通りある。多数派が協調的政治改
革rc1を実施するような政治権限の配分(Φk,Ωl)を見つけ出すのがここでの問題である。 
４）利得：利得はアクター間で移転可能とする。多数派の利得ΠMは、多数派の民族主

義的活動x、政治改革rij (i=c,n, j=0,1)、政治決定権Φk(k=M,N)、政治交渉力Ωl(l=M,N)の関数
とする。多数派は、民族主義的活動xと政治改革rijによって政治価値Πを得る。ただし、協

調的政治改革rcj(j=0,1)は政治価値Πには影響しないとする。また多数派の民族主義的活動x
は、多数派の政治価値を増大するが、少数派には外部不効用をもたらすとする。 
 

                                                      
12
民族主義的政治改革は、契約理論の利己的投資(selfish investment)、協調的政治改革はその協調的投資

(cooperative investment)にそれぞれ対応する(Che and Hausch 1999)。 
13 これらの一部は、少数民族の集団的権利として憲法で明記される場合がある。南アフリカ共和国では、これ
らは、憲法には明記されていないが、民族・地域・言語などに応じて決定される(Sisk 1996, 57)。 
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(1) ΠM=ΠM (Π(x, rij),Φk,Ωl) i=c,n, j=0,1, k,l=M,N 
 
ここで、Π’≡∂Π/∂x＞0, ∂2Π/∂2x＜0, ∂Π/∂rn＞0, ∂Π/∂rc=0, Π(0, rij)=0とする。政
治価値Πは、民族主義的活動のコストは考慮されているが、政治改革のコストは考慮され

ていない。 
少数派の利得ΠNは、多数派の民族主義的活動x、政治改革rij (i=c,n, j=0,1)、政治決定権Φ

k(k= M,N )、政治交渉力Ωl(l= M,N )の関数とする。少数派は、多数派の民族主義的活動xと
政治改革rijによって外部不効用Cを被る。ただし、民族主義的政治改革rnj(j=0,1)は外部不効
用には影響しないとする。 
  
(2)  ΠN=ΠN (C(x, rij),Φk,Ωl)  i=c,n, j=0,1, k,l=M,N 

 
ここで、C’≡∂C/∂x＞0, ∂2C/∂2x＞0, ∂C/∂rc＜0, ∂C/∂rn=0, C(0, rij)=0とする。 
 国際社会の利得は、民族紛争を回避するような協調的政治改革を多数派が実施する場合

に最も大きいとする。国際社会の選好順序は、rc1≫rn0～rc0≫rn1である。 
 ５）ゲームのタイミングと情報構造：ゲームは以下のように３期間行われる(図１を参照)。 
第 0期：国際社会が多数派と少数派に政治決定権Φkと政治交渉力Ωlを配分する。 
第１期：多数派が政治改革rij(i=n,c, j=0,1)の実施について決定する。 
第２期：多数派の民族主義的活動 xについて政治決定と政治交渉が行われる。政治決定権
を持つアクターが多数派の民族主義的活動を決定する。政治交渉力を持つアクターが民族

主義的活動について最終提案(take-it-or-leave-it offer)を行う。交渉相手は、この提案を受け
入れた場合の利得と拒否した場合の利得が等しい場合には、この提案を受け入れるとする。 
 

 図１ ゲームのタイミング 

 
注：X 政治決定権保有者の民族主義の水準の決定 

                        Y 政治交渉力保有者の提案 

                        rij (i=n,c, j=0,1) 政治改革の決定 

Φk (k,l =M,N ) 政治決定権の配分 
Ωl (k,l =M,N ) 政治交渉力の配分 

 
以下で想定するのは、多数派の民族主義的活動については政治交渉の可能性があるが、

政治改革については政治交渉や政治協約がまったく不可能な場合である。ここでは、第１

YX
国際社会 

第 0期 第１期 第２期

多数派

(ΠM,ΠN) 

  rijΦk, Ωl
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期に政治改革が実施される時には、政治的不確実性が高すぎて長期の政治協約を結ぶこと

ができないとする。例えば、旧ユーゴ地域において 1990年の出発選挙直後に、各共和国で
憲法の制定を行うような場合である。しかし、第２期の期首には既に政治改革が行われ政

治的不確実性がある程度解消され、多数派の民族主義的活動について短期の政治協約の可

能性があるとする。このような状況について多数派も少数派も共有知識を持ち、情報の不

完全性や不完備性は存在しないとする。 
 
 

第２節 政治決定権と政治交渉力：政治改革が実施されない場合 

 
国際社会の関与によって政治交渉の取引費用が十分に小さい場合には、コースの定理

(Coase, 1988)が示すように、外部性が存在する場合でも、多数派と少数派の政治交渉によ
ってパレート効率的な民族主義の水準が達成される。このとき、政治決定権をもつのが多

数派でも少数派でも、同じように効率的な民族主義の水準が実現する。ただし、利得の分

配は、どちらのアクターが政治交渉力をもつかによって異なる。ここでは、以下の議論の

予備的考察として、政治改革がない場合において以下のような命題を論証する。 
 
命題１ どのような政治改革も実施されない場合には、どちらが政治決定権を握ってい

るかに関わらず、政治交渉力をもつアクターが利得を増大させることができる。 
  

 図２ 多数派の民族主義と外部性 

 

 
社会的に望ましいパレート効率的な民族主義の水準x*は、(3)式のように定義され、多数
派の限界利得と少数派の限界損失が等しい点(Π’(x*) = C’(x*))で決定される。 
        

(3)  x*= arg max x Π(x) - C(x)  

CB

MB 

MC E
MCA 

MB 

D

O 
x

  xN0                                             x*                xM0 
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 図２の横軸は多数派の民族主義的活動x、縦軸は限界利得と限界損失を表す。MB曲線は
多数派の限界利得、MC曲線は少数派の限界損失を表す。政治改革が実施されない場合に、
パレート効率的な民族主義の水準x*が、政治決定権と政治交渉力の配分に応じてどのよう

に実現されるかについて考えよう。 
 

１）少数派の政治決定権 
少数派が政治決定権(拒否権)を掌握している場合には、少数派は多数派の民族主義を完
全に拒否するであろう14。少数派は、(4)式で表されるように、損失最小化行動によって限
界損失がゼロ(C’(xN0) = 0)になるxN0=0を望む。 
 
  (4)     xN0 = arg min x C(x)   

 
しかし、政治交渉が可能であれば、多数派の民族主義の完全拒否は、少数派にとって最

適な選択ではない。というのは、多数派の民族主義を認めても、それによって生じる損失

以上の政治的対価 Tを多数派が支払えば、少数派の利得は大きくなるからである。 
少数派の政治交渉力(ΦN, ΩN)：少数派が政治決定権と共に政治交渉力をもつ場合に、少
数派がつぎのような提案を行うとしよう。 

(5)  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

Π≠

Π=
=

 ).(  if           0
),(  if         

   
*

**

xT
xTx

x

民族主義的活動の容認によって得る利益Π(x*)に等しい政治的対価Tを多数派が支払えば、
少数派は効率的な水準x*まで多数派の民族主義を容認する。しかし、そうでなければ、多

数派の民族主義的活動を認めない。このとき、多数派は、政治的対価Tの支払いによって
初期の利得を減少させることはないので、少数派の提案を受け入れる。少数派は、この提

案によって利得をΠ(x*)-C(x*)だけ増大させることができる。 
多数派の政治交渉力(ΦN, ΩM)：少数派が政治決定権をもち多数派が政治交渉力をもつ場
合に、多数派がつぎのような提案を行うとしよう。 

(6)  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≠

=
=

  . if                 0
, if         )(

   
*

**

xx
xxxC

T

少数派が効率的な水準x*まで民族主義を容認すれば、多数派は少数派にその損失C(x*)に等
しい政治的対価Tを支払う。しかし、それ以外の場合にはまったく支払わない。このとき、
少数派は、民族主義の容認によって損失を増大させることはないので、多数派の提案を受

け入れる。多数派は、この提案によって利得をΠ(x*)-C(x*)だけ増大させることができる。 
 
２）多数派の政治決定権 

多数派が政治決定権を掌握している場合には、(7)式で表されるように、多数派の利得最

                                                      
14 権力分有の文脈で少数派の拒否権を考察した議論に、Lijphart(1977)がある。 
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大化行動から限界利得がゼロ(Π’(xM0) = 0)になるxM0 まで民族主義的活動が行われる。 
 
 (7)   xM0= arg max x Π(x)   
 
しかし、両者の間で政治交渉が可能であれば、パレート効率的なx* が実現する。という
のは、少数派は、政治的代価を支払えば、多数派の民族主義的活動を抑制することができ

るからである。また、多数派も民族主義の抑制による利得の減少を政治的対価の支払いに

よって補償されるのであれば、民族主義の抑制に応じるだろう。 
少数派の政治交渉力(ΦM, ΩN)：多数派が政治決定権をもち少数派が政治交渉力をもつ場
合に、少数派がつぎのような提案を行うとしよう。 

(8)   
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≠

=Π−Π
=

  . if                                0

, if         )()(
   

*

**
0

xx

xxxx
T M

多数派が効率的な水準x*まで民族主義を抑制すれば、少数派は多数派にその利得の損失Π

(xM0)-Π(x*)に等しい政治的対価Tを支払う。しかし、それ以外の場合にはまったく支払わな
い。このとき、多数派は、少数派から政治的対価を得られれば、民族主義の抑制によって

利得を低下させることはないので、少数派の提案を受け入れる。少数派は、この提案によ

って損失をC(xM0)-C(x*)-{Π(xM0)-Π(x*)}だけ削減することができる。 
多数派の政治交渉力(ΦM, ΩM)：多数派が政治決定権と共に政治交渉力をもつ場合に、多
数派がつぎのような提案を行うとしよう。 

(9)   
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−≠

−=
=

 ).()(  if       

),()(  if         
   

*
00

*
0

*

xCxCTx

xCxCTx
x

MM

M

民族主義的活動の抑制によって少数派が得る利益C(xM0)-C(x*)に等しい政治的対価Tを支払
えば、多数派は効率的な水準x*まで民族主義を抑制する。しかし、それ以外の場合には民

族主義的活動をまったく抑制しない。このとき、少数派は、政治的対価Tの支払いによっ
て損失を増大させることはないので、多数派の提案を受け入れる。多数派は、この提案に

よって利得をC(xM0)-C(x*)-{Π(xM0)-Π(x*)}だけ増大させることができる。 
以上のように、政治交渉が可能であれば、政治決定権が多数派と少数派のどちらに帰属

していても、パレート効率的な多数派の民族主義的活動x*が実現する。このとき、政治交

渉力をもつアクターは利得を増大させることができる。 
 
 

第３節 政治交渉が不可能な場合の政治改革のインセンティブ 

 
多数派と少数派の政治対立が大きく政治交渉の取引費用が十分に大きい、あるいは少数

派に政治交渉における政治的対価の支払いに制約があるために、政治交渉が困難であると

しよう。民族主義的活動や政治改革によって得られる政治価値Πや外部不効用 Cが立証不
可能な場合にも政治交渉の取引費用が大きくなり、政治交渉が困難な場合がある。また一
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般に、政治価値Πや外部不効用 Cの多くは非金銭的価値のためにアクター間の移転が困難
であり、これが政治交渉の障害になる場合がある。このような状況で、多数派の民族主義

的活動について政治交渉が不可能な場合の政治改革のインセンティブについて検討しよう。 
 
 ３-１ 民族主義的政治改革 
多数派が第 1 期に民族主義的政治改革を行うとしよう。このような政治改革によって、
図３のように多数派のMB曲線は上昇シフトするが、少数派のMC曲線は仮定によって変
化しない。このような政治改革のインセンティブは、どちらのアクターが民族主義的活動

の政治決定権をもつかによって異なる。ここでは、以下のような命題を論証する。 
 
 命題２：多数派の民族主義的活動について政治交渉が不可能な場合には、多数派は政治

決定権を掌握しているときに、民族主義的政治改革のインセンティブがある。 
 

図３ 民族主義的政治改革 

MB

MC 
E’

A’ 

 

１）少数派の政治決定権(ΦN, rnj) 
 少数派が政治決定権(拒否権)を掌握している場合には、多数派の民族主義的活動は完全
に拒否され、政治改革によって多数派の利得は変化しない。したがって、多数派に政治改

革のインセンティブは生じない。 
 
(10)   xN0 = arg min x C(x, rnj)  j=0,1 
 
少数派はMC曲線によって多数派の民族主義の水準を決定する((10)式)。多数派が政治改
革を実施してもしなくてもMC曲線には影響しないので、少数派はxN0=0を選択し、多数派
の民族主義を完全に拒否する。その結果、政治改革によって多数派の利得は変化しない。 
  
２）多数派の政治決定権(ΦM, rnj) 
 多数派が政治決定権を掌握している場合には、多数派は民族主義をxMj(j=0,1)まで最大限

A
MB 

MB’ 

C’B’

D

C B

MC 

E

O 

D’

x
   xN0                                         xn0

*
  xn1

*
           xM0       xM1
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追求し、政治改革によって利得を増大させることができる。したがって、多数派に政治改

革のインセンティブが生じる。 
 

(11)   xMj = arg max x Π(x, rnj)  j=0,1 
 
多数派はMB曲線によって民族主義の水準を決定する((11)式)。政治改革を実施しない場
合にはxM0、政治改革を実施する場合にはxM1を選択する。このとき、政治改革によって多

数派の利得は、□AA’C’C(=Π(xM1, rn1)-Π(xM0, rn0))だけ増大する。 
 政治交渉が不可能な状況では、少数派が政治決定権を持つ場合には、多数派の民族主義

が完全に拒否され、多数派の不満が民族紛争を引き起こす可能性がある。他方、多数派が

政治決定権を持つ場合には、多数派の民族主義が最大限に追求され、少数派の不満が民族

紛争を引き起こす可能性がある15。いずれにせよ、政治交渉が不可能な場合には、政治交

渉を可能にするような制度設計、例えば国内の制度改革や国際社会の関与が必要になる16。 
 
３-２ 協調的政治改革 
多数派に、民族主義的活動に先立って少数派の損失を減らすような協調的政治改革(図４
のMCの低下)の選択肢があるとしよう。例えば、少数派の集団的権利を保証するような政
治改革である。こうした政治改革が実施されるか否かは、多数派の民族主義的活動を容認

する政治決定権がどちらに帰属するかに大きく依存する。 
 

図４ 協調的政治改革 

 
                                                      
15 一般的には、多数派が政治決定権を持ち、多数派の過大な民族主義的活動に対して少数派が反発し、民族紛
争が発生する場合が多い。旧ユーゴ地域では、セルビア共和国における多数派のセルビア民族主義、クロアチ

ア共和国における多数派のクロアチア民族主義は、少数派(セルビア共和国のアルバニア人、クロアチア共和国
のセルビア人)の武力抵抗を引き起こした。Fearon(1998)は少数派の抵抗をコミットメント問題として分析した。 
16 少数民族や人権の擁護に関する法律や制度がある場合には、多数派が政治権限を持っていても、少数派を完
全に抑圧することはできないだろう。このような場合には、法制度が多数派の政治権限を制約し、利得分配や

政治改革のインセンティブに影響を与える。欧州における少数民族の権利擁護の歴史的進展については、

Preece(1997)を参照のこと。 

xG’ B”
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命題３：多数派の民族主義的活動について政治交渉が不可能な場合には、少数派が政治決

定権を掌握するとき、多数派は協調的政治改革のインセンティブをもつ。 
 
１）少数派の政治決定権(ΦN, rcj) 
 少数派が政治決定権を掌握している場合には、多数派の利得は政治改革によって増大し、

多数派に政治改革のインセンティブが生じる。 
 

(12)   xNj = arg min x C(x, rcj)  j=0,1 
 
少数派はMC曲線によって多数派の民族主義の水準を決定する((12)式)。政治改革がない
場合には民族主義を完全に拒否するが(xN0=0)、政治改革を実施する場合にはMC曲線が右方
にシフトし、xN1まで多数派の民族主義を認める。少数派の損失は、0≦x≦xN1では民族主義

を認めてもゼロであり、政治改革によって変わらない。多数派の利得は、政治改革がない

場合にはゼロであるが、政治改革が行われれば、□AGG’O(=Π(xN1, rc1))となる。したがっ
て、多数派に政治改革のインセンティブが生じる。 
  
２）多数派の政治決定権(ΦN, rcj) 
 多数派が政治決定権を掌握している場合には、政治改革によってMB曲線は変化せず、
多数派の利得も変化しないので、多数派に政治改革のインセンティブはない。 
 

(13)   xM0 = arg max x Π(x, rcj)  j=0,1 
 
 多数派はMB曲線によって民族主義の水準を決定する((13)式)。政治改革が行われても行
われなくても多数派は民族主義の水準xM0を選択する。このとき、多数派の利得はどちらの

場合も同じ△ACO(=Π(xM0, rc0)=Π(xM0, rc1))である。少数派の損失は、政治改革がなければ
△ECO(=C(xM0, rc0))であり、政治改革が行われれば△FCG’ (=C(xM0, rc1))となる。多数派が政
治改革を実施すれば、少数派の損失は□EFG’O(=C(xM0, rc0)-C(xM0, rc1))だけ減少する。 
 
 

第４節 民族主義的政治改革のインセンティブと国際社会の関与 

 
国際社会の関与によって、政治交渉の取引費用が十分に削減される、あるいは少数派の

政治的対価の支払制約が緩和される(国際社会が代替的な政治的代価を提供する)場合を想
定しよう17。このような想定の下で多数派の民族主義について政治交渉が行われるとする。 
政治交渉が可能な場合には、どちらが政治決定権を掌握していても、多数派の民族主義

                                                      
17 国際社会の関与の役割は、第 1に、政治交渉の取引費用を削減し、第 2に、少数派に外部機会を導入するこ
と(政治改革のインセンティブ)である。南アフリカ共和国の紛争では、国際社会は双方への情報提供によって政
治交渉の取引費用を削減させた(Sisk 1996, 95)。 
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的活動は効率的な水準に決まる。ただし、利得分配はどちらが政治決定権や政治交渉力を

持っているかによって異なり、したがって、多数派の政治改革のインセンティブも異なる。

このとき、国際社会は、多数派の民族主義的政治改革を抑制するために、政治決定権と政

治交渉力をどのように配分すればよいかについて検討しよう。ここでは、以下のような命

題を論証する。 
 
命題４：民族主義的活動について政治交渉が可能なとき、多数派は政治決定権と政治交

渉力を持っている場合に、民族主義的政治改革のインセンティブが大きい。多数派の民族

主義的政治改革を抑制するには、少数派が政治決定権と政治交渉力をもつ必要がある。 
 
１）少数派の政治決定権 
少数派の政治交渉力(ΦN, ΩN, rnj)：小数派が政治決定権と政治交渉力をもつ場合に、少
数派が(14)式のような提案を行うとしよう。多数派は利得の増分をすべて少数派に政治的
対価として支払う。 

(14)  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

Π≠

Π=
=

  ).,(  if        

  ),,(  if         
   

*
0

**

njnjN

njnjnj

rxTx

rxTx
x

 政治改革が実施されない場合には、多数派の民族主義はxN0=0 からxn0
*に増大する。しか

し、多数派が得た利得の増分□ADBO(=Π(xn0
*, rn0))は政治的対価として少数派に支払われ、

多数派の利得はゼロである。少数派の利得は、多数派から得た政治的代価□ADBO(=Π(xn0
*, 

rn0))から多数派の民族主義によって生じる損失△DBO(=C(xn0
*, rn0))を差し引いた△ADO(=

Π(xn0
*, rn0) - C(xn0

*, rn0))となる。 
 政治改革が実施される場合には、政治改革によってMB曲線が上方シフトし、民族主義の
水準はxn1

*に増大する。この場合も、多数派は利得□A’D’B’O(=Π(xn1
*, rn1))のすべてを少数

派に支払うので、多数派の利得はゼロである。少数派の利得は、多数派から得た政治的代

価□A’D’B’O(=Π(xn1
*, rn1))から多数派の民族主義によって生じる損失△D’B’O(=C(xn1

*, rn1))
を差し引いた△A’D’O(=Π(xn1

*, rn1)- C(xn1
*, rn1))となる。 

 以上の結果、政治改革の成果は政治交渉力をもつ少数派にすべて分配される。政治改革

による多数派の利得の増分はゼロである。したがって、多数派に政治改革のインセンティ

ブはない。この場合にはホールドアップ問題が生じる18。 
多数派の政治交渉力(ΦN, ΩM, rnj)：小数派が政治決定権、多数派が政治交渉力をもつ場
合に、多数派が(15)式のような提案を行うとしよう。多数派は、政治交渉力があるので、
政治改革によって利得を増大させることができる。 

(15)  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≠

=
=

 . if                      0

  , if         ) ,(
   

*

**

nj

njnjnj

xx

xxrxC
T

                                                      
18 少数派には、第 1期期首に多数派に政治改革に応じた利得分配を提示するインセンティブがある。しかし政
治改革が行われた第 2期期首には多数派への利得分配をできるだけ少なくしようとするインセンティブが働く
(コミットメント問題)。多数派には政治協約を締結する必要性があるが、それは不可能であり、不完備契約の非
効率性が生じる。 
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 政治改革が実施されない場合には、民族主義の水準はxN0=0 からxn0
*に増大し、多数派の

利得は□ADBO(=Π(xn0
*, rn0))である。多数派は、少数派が被る損失△DBO(=C(xn0

*, rn0))を政
治的代価として支払う。その結果、多数派の利得は□ADBO-△DBO=△ADO(=Π(xn0

*, 
rn0)-C(xn0

*, rn0))になる。このとき少数派の利得はゼロである。 
 政治改革が実施される場合には、政治改革によってMB曲線が上方シフトし、民族主義の
水準はxn1

*に上昇する。この場合に、多数派が少数派に支払う政治的代価は△D’B’O(=C(xn1
*, 

rn1))である。その結果、多数派の利得は△A’D’O(=Π(xn1
*, rn1)-C(xn1

*, rn1))になる。このとき、
少数派の利得は政治改革がない場合と同様にゼロである。 
 以上の結果、政治改革による多数派の利得の増分は、△A’D’O-△ADO=□AA’D’D(=Π(xn1

*, 
rn1)- C(xn1

*, rn1)-{Π(xn0
*, rn0)-C(xn0

*, rn0)})である。少数派が政治決定権を掌握していても多数
派に政治交渉力があれば、多数派に政治改革のインセンティブが生じる。 

 
２）多数派の政治決定権 

 少数派の政治交渉力(ΦM, ΩN, rnj)：多数派が政治決定権、少数派が政治交渉力をもつ場
合に、少数派が(16)式のような提案を行うとしよう。多数派は、政治決定権を掌握してい
る場合には、政治交渉力がなくても、自分が決定する場合の利得を確保することができる。

したがって、政治改革によって利得は増大する。 

(16)   
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≠

=Π−Π
=

 . if                                           0

  , if         ),(),(
   

*

**

nj

njnjnjnjMj

xx

xxrxrx
T

 政治改革が実施されない場合には、多数派の民族主義はxM0からxn0
*に抑制される。多数

派の利得は、□ADBO(=Π(xn0
*, rn0))と少数派からの政治的代価△DCB(=Π(xM0, rn0)-Π(xn0

*, 
rn0))を合計した△ACO(=Π(xM0, rn0))である。少数派は、多数派の民族主義によって被る損失
△DBO(=C(xn0

*, rn0))と多数派への政治的代価△DCB(=Π(xM0, rn0)-Π(xn0
*, rn0))の合計△

DCO(=C(xn0
*, rn0)+Π(xM0, rn0)-Π(xn0

*, rn0))が損失となる。これは政治交渉をしなかった場合の
損失△ECO(=C(xM0, rn0))よりは小さい。 
 政治改革が実施される場合には、民族主義の水準はxn0

*からxn1
*に増大する。多数派の利

得は、民族主義によって得られる利得□A’D’B’O(=Π(xn1
*, rn1))と少数派による補償△D’C’B’ 

(=Π(xM1, rn1)-Π(x n1
*, rn1))を合計した△A’C’O(=Π(xM1, rn1))となる。少数派の損失は、多数派

の民族主義によって被る損失△D’B’O(=C(xn1
*, rn1))と多数派への政治的代価△D’C’B’(=Π

(xM1, rn1)-Π(x n1
*, rn1))の合計△D’C’O(=C(xn1

*, rn1)+Π(xM1, rn1)-Π(xn1
*, rn1))である。 

 以上の結果、政治改革による多数派の利得の増分は、△A’C’O-△ACO=□AA’C’C(=Π(xM1, 
rn1)-Π(xM0, rn0))である。多数派は、たとえ政治交渉力がなくても、政治決定権を掌握してい
る方が、政治改革のインセンティブは大きくなる。 
多数派の政治交渉力(ΦM, ΩM, rnj)：多数派が政治決定権と政治交渉力をもつ場合に、多
数派が(17)式のような提案を行うとしよう。多数派は政治決定権を掌握する場合には、少
数派から最大限の政治的代価を得ることができる。 

(17)  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−≠

−=
=

 .),(),(  if       

 ),,(),(  if        
   

*
00

*
0

*

njnjnjMM

ninjnjMnj

rxCrxCTx

rxCrxCTx
x
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政治改革が実施されない場合には、政治交渉によって民族主義はxM0からxn0
*に抑制され

る。このとき、少数派は、多数派の民族主義の抑制によって得た利得□DECB (=C(xM0, 
rn0)-C(xn0

*, rn0))を政治的代価として多数派に支払う。その結果、多数派の利得は□ADECO(=
Π(xn0

*, rn0)+C(xM0, rn0)-C(xn0
*, rn0))となる。少数派の損失は、多数派の民族主義によって被る

損失△DBO(=C(xn0
*, rn0))と多数派への政治的代価□DECBの合計△ECO(=C(xM0, rn0))である。

これは政治交渉をしなかった場合の損失と同じである。 
 政治改革が実施される場合には、民族主義の水準はxn0

*からxn1
*に増大する。多数派の利

得は、民族主義的活動による利得□A’D’B’Oと少数派による政治的代価□D’E’C’B’を合計
した□A’D’E’C’O(=Π(xn1

*, rn1)+C(xM1, rn1)-C(xn1
*, rn1))である。少数派の損失は、多数派の民

族主義によって被る損失△D’B’O(=C(xn1
*, rn1))と多数派への政治的代価□D’E’C’B’の合計

△E’C’O(=C(xM1, rn1))である。 
 以上の結果、政治改革による多数派の利得の増分は、□A’D’E’C’O -□ADECO=□AA’D’D+
□EE’C’C(=Π(xn0

*, rn0)+C(xM0, rn0)-C(xn0
*, rn0)-{Π(xn1

*, rn1)+C(xM1, rn1)-C(xn1
*, rn1)})である。多数

派は、政治交渉力と政治決定権を掌握している場合に、政治改革のインセンティブが最も

大きくなる19。 
表１ 民族主義的政治改革のインセンティブ 

 
 
民族主義的政治改革の４つのケースを比較すると(表１を参照)、政治改革による多数派
の利得の増大は以下の順序になる。(ΦM, ΩM)＞(ΦM, ΩN)＞(ΦN, ΩM)＞(ΦN, ΩN)。表１は、
政治価値Πと外部不効用Cを、Π=(1+α)x-(1/2)x2, C=-βx+(1/2)x2,α=0 (rn0のとき),α>0 (rn1の

とき),β=0 (rc0のとき),β>0 (rc1のとき)のように特定化した場合に、政治決定権と政治交渉

                                                      
19 社会的厚生から見たとき、政治改革のコストがその便益を上回り、過剰な政治改革が行われる可能性がある。
このような可能性を排除するためには、少数派が政治決定権を掌握した方が望ましい場合がある。 

⑤インセンティブ                      (α/2) (2+α)                            (3α/4) (2+α) 

④多数派利得           1/2            (1/2)(1+α)2
                      3/4               (3/4) (1+α)2

③トランスファー              1/8            (1/8)(1+α)2
                      3/8               (3/8) (1+α)2

②少数派利得                 -1/4           -(1/4)(1+α)2
                     -(1/2)             -(1/2) (1+α)2

①均衡水準                        B              B’                           B                  B’ 

①均衡水準                         B              B’                          B                   B’ 

⑤インセンティブ                       0                                    (α/4) (2+α) 

④多数派利得             0              0                               1/4               (1/4) (1+α)2

③トランスファー             3/8          (3/8)(1+α)2
                      1/8               (1/8) (1+α)2

②少数派利得                   1/4          (1/4)(1+α)2
                        0                    0 

政治決定権 

政治交渉力 

少数派 

少数派 多数派 

政治改革実施 政治改革実施 政治改革なし 政治改革なし

多数派 
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力の４つの配分を比較したものである。 
 
 

第５節 協調的政治改革のインセンティブと国際社会の関与 

 
 国際社会の関与によって政治交渉が可能な場合に、多数派の協調的政治改革のインセン

ティブを導くような政治決定権と政治交渉力の配分について検討しよう。ここでは、以下

のような命題を論証する。 
 
 命題５：民族主義的活動について政治交渉が可能な場合、多数派の協調的政治改革を促

進するためには、少数派に政治決定権、多数派に政治交渉力を与える必要がある。 
 
この命題は、多数派の協調的政治改革のためには、少数派に政治決定権、多数派に政治

交渉力を配分するという一種の民族間の権力分有を示している20。多民族国家では、多数

決制の下では、多数派が政治権力を独占し、少数派を排除する可能性がある。したがって、

単純な多数決制は適切ではなく、少数派が政治決定に参加できるような民族間の権力分有

を工夫しなければならない(Sisk 1996, 34)。 
 
１）少数派の政治決定権 
少数派の政治交渉力(ΦN, ΩN, rcj)：小数派が政治決定権と政治交渉力をもつ場合に、少
数派が(18)式のような提案を行うとしよう。少数派は、多数派の利得の増大をすべて政治
的代価として要求する。 

 (18)  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

Π≠

Π=
=

).,(  if        

),,(  if         
   

*

**

cjcjNj

cjcjcj

rxTx

rxTx
x

政治改革が実施されない場合には、多数派の利得はゼロであり、少数派の利得は△ADO(=
Π(xc0

*, rc0)-C(xc0
*, rc0))である21。政治改革が実施される場合には、多数派の利得は、民族主

義による利得□AD”B”O(=Π(xc1
*, rc1))をすべて少数派へ支払うのでゼロである。したがって、

多数派は政治改革によって利得は変わらず、政治改革のインセンティブはない。少数派の

利得は、多数派の民族主義によって被る損失△D”B”G’(=C(xc1
*, rc1))と多数派からの政治的

代価□AD”B”O(=Π(xc1
*, rc1))の合計□AD”G’O(=Π(xc1

*, rc1)-C(xc1
*, rc1))である。少数派の利得

は、政治改革によって(Π(xc1
*, rc1)-C(xc1

*, rc1)-{Π(xc0
*, rc0)-C(xc0

*, rc0)})だけ増大する。 
多数派の政治交渉力(ΦN, ΩM, rcj)：小数派が政治決定権、多数派が政治交渉力をもつ場
合に、多数派が(19)式のような提案を行うとしよう。多数派が少数派に支払う政治的代価
                                                      
20 権力分有には、Lijphart(1977)の多極共存型(consociational)アプローチやHorowitz(1985)の統合型(integrative)ア
プローチがある(Sisk 1996, 34-40)。Kaufmann(1996: 156-157)は、国際社会の介入によって権力分有が実現したと
しても、その介入が終われば紛争が再発するとして、権力分有には否定的である。ここでの権力分有は、従来

の議論とは異なる。 
21 政治改革が実施されない場合の利得は、政治改革のタイプに依存しないので、民族主義的政治改革の場合と
同じである。 
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は少数派が被る損失の大きさに依存する。したがって、政治改革によって少数派の損失を

減らせば、多数派は政治的代価を減らすことができる。 

(19)  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≠

=
=

 . if                      0

 , if         ),(
   

*

**

cj

cjcjcj

xx

xxrxC
T

政治改革が実施されない場合には、多数派の利得は△ADO(=Π(xc0
*, rc0)-C(xc0

*, rc0))であり、
少数派の損失はゼロである。政治改革が実施される場合には、多数派の利得は、民族主義

によって得られる利得□AD”B”O(=Π(xc1
*, rc1))から少数派への政治的代価△D”B”G’(= 

C(xc1
*, rc1))を引いた□AD”G’O(=Π(xc1

*, rc1)-C(xc1
*, rc1))である。したがって、多数派は政治改

革によって利得が□DD”G’O(=Π(xc1
*, rc1)-C(xc1

*, rc1)-{Π(xc0
*, rc0)-C(xc0

*, rc0)})だけ増大し、政
治改革のインセンティブが生じる。少数派の損失は、多数派の民族主義によって被る損失

△D”B”G’(=C(xc1
*, rc1))が多数派からの政治的代価の支払い△D”B”G’によってちょうど相

殺され、政治改革によって変化しない。 
 
２）多数派の政治決定権 
少数派の政治交渉力(ΦM, ΩN, rcj)：多数派が政治決定権、少数派が政治交渉力をもつ場
合に、少数派が(20)式のような提案を行うとしよう。少数派に政治交渉力がある場合には、
多数派が政治決定権を掌握していても、政治改革のインセンティブは生じない。これは民

族主義的政治改革の場合とは対照的である。 

(20)  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≠

=Π−Π
=

 . if                                           0

  , if         ),(),(
   

*

**
0

cj

cjcjcjcjM

xx

xxrxrx
T

政治改革が実施されない場合には、多数派の利得は△ACO(=Π(xM0, rc0))であり、少数派
の損失は△DCO(=C(xc0

*, rc0)+Π(xM0, rc0)-Π(xc0
*, rc0))である。政治改革が実施される場合には、

多数派の利得は、民族主義によって得られる利得□AD”B”O(=Π(xc1
*, rc1))と少数派からの政

治的代価△D”CB”の合計△ACO(=Π(xM0, rc1))である。多数派の利得は、政治改革によって
変化せず、政治改革のインセンティブはない。少数派の損失は、多数派の民族主義によっ

て被る損失△D”B”G’(=C(xc1
*, rc1))と多数派への政治的代価△D”CB”(=Π(xM0, rc1)-Π(xc1

*, 
rc1))の合計△D”CG’ (=C(xc1

*, rc1)+Π(xM0, rc1)-Π(xc1
*, rc1))である。少数派は、多数派の政治改

革によって損失が□DD”G’O(={C(xc0
*, rc0)+Π(xM0, rc0)-Π(xc0

*, rc0)}-{C(xc1
*, rc1)+Π(xM0, rc1)-Π

(xc1
*, rc1)})だけ減少する。 
多数派の政治交渉力(ΦM, ΩM, rcj)：多数派が政治決定権と政治交渉力をもつ場合に、多
数派が(21)式のような提案を行うとしよう。多数派は、民族主義を抑制する代わりに少数
派から政治的代価を受け取る。このとき、政治改革によって少数派の損失を減らせば、少

数派からの政治的代価も□DECB(=C(xM0, rc0)-C(xc0
*, rc0))から□D”FCB”(=C(xM0, rc1)-C(xc1

*, 
rc1))に減少するので、多数派に政治改革のインセンティブは生じない。 

(21)  
⎪⎩

⎪
⎨
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政治改革が実施されない場合には、多数派の利得は□ADECO(=Π(xc0
*, rc0)+C(xM0, 
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rc0)-C(xc0
*, rc0))であり、少数派の損失は△ECO(=C(xM0, rc0))である。政治改革が実施される場

合には、多数派の利得は、民族主義によって得られる利得□AD”B”O(=Π(xc1
*, rc1))と少数派

からの政治的代価□D”FCB”(=C(xM0, rc1)-C(xc1
*, rc1))の合計□AD”FCOである。多数派は、政

治改革によって利得が□DEFD”(=Π(xc0
*, rc0)+(C(xM0, rc0)-C(xc0

*, rc0))-{Π(xc1
*, rc1)+(C(xM0, 

rc1)-C(xc1
*, rc1)})だけ減少する。少数派の損失は、多数派の民族主義によって被る損失△

D”B”G’ (=Π(xc1
*, rc1))と多数派への政治的代価□D”FCB”の合計△FCG’ (=C(xM0, rc1))であ

る。少数派は多数派の政治改革によって損失が減少する。 
協調的政治改革の４つのケースを比較すると(表２を参照)、政治改革による多数派の利
得の増大は以下のような順序になる。(ΦN, ΩM)＞(ΦN, ΩN)=(ΦM, ΩN)＞(ΦM, ΩM)。表２
は表１と同様の政治価値Πと外部不効用Cの特定化の下で、政治決定権と政治交渉力の４
つの配分を比較したものである。協調的政治改革の場合には、多数派への政治権限の完全

配分はその政治改革のインセンティブを生じない。 
 

表２ 協調的政治改革のインセンティブ 

 
少数派に政治決定権、多数派に政治交渉力を配分する場合に、多数派が民族主義的政治

改革よりも協調的政治改革を実施するための条件は以下のようになる。証明は２つの政治

改革による多数派の利得の増分の比較によって得られる。 
 
命題６：少数派に政治決定権、多数派に政治交渉力を配分する場合に、多数派が民族主

義的政治改革よりも協調的政治改革を実施するための条件は、□DD”G’O(=Π(xc1
*, 

rc1)-C(xc1
*, rc1)-{Π(xc0

*, rc0)-C(xc0
*, rc0)})＞□AA’D’D(=Π(xn1

*, rn1)-C(xn1
*, rn1)-{Π(xn0

*, rn0)- C(xn0
*, 

rn0)})である。 
 
以上のように、事前の政治改革を重視する場合には、政治権限を多数派と少数派にどの

⑤インセンティブ                         0                             -(β/4) (2-β) 

④多数派利得           1/2          (1/2)                       3/4             (1/4) (3-2β-β2) 

③トランスファー            1/8        (1/8)(1-β)2
                    3/8              (3/8) (1-β)2

②少数派利得               -1/4        -(1/4)(1-β)2
                 -(1/2)             (1/2) (1-β)2

①均衡水準                    B             B’                       B                  B’ 

①均衡水準                    B             B”                        B                 B” 

⑤インセンティブ                        0                                (β/4) (2-β) 

④多数派利得            0             0                          1/4             (1/4) (1+2β-β2) 

③トランスファー            3/8       (1/8)(3+2β-β2)                1/8             (1/4) (1-β)2

②少数派利得                1/4       (1/4)(1+2β-β2)                 0                 0 

政治決定権 

政治交渉力 

少数派 

少数派 多数派 

政治改革なし 政治改革なし 政治改革実施 政治改革実施

多数派 
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ように配分するかが利得配分や政治改革のインセンティブに重要な影響を及ぼす。ここで、

政治改革を実施するのは多数派であり、政治権限は政治改革に直接影響を及ぼすものでは

ない。政治権限の配分は多数派の民族主義的活動に直接影響を及ぼすにすぎない。この多

数派の民族主義的活動の容認という政治権限のあり方が、間接的に政治改革のインセンテ

ィブに影響を及ぼす。 
 
 

 むすび 

 
本稿は、国際社会の影響下にある紛争後の社会において、多数派と少数派に政治権限を

どのように配分すれば、多数派の協調的な政治改革のインセンティブを引き出すことがで

きるかという問題について検討した。本稿の主要な結論は以下の点にある。 
第１に、政治改革が実施されない場合には、誰が政治決定権を握っていても、多数派の

民族主義的活動について政治交渉力をもつアクターが利得を増大させることができる。し

たがって、政治改革が実施されない場合には政治交渉力の配分が重要になる。 
 第２に、多数派の民族主義的活動について政治交渉が不可能な場合には、多数派が政治

決定権を握っているときには、多数派は民族主義的政治改革のインセンティブをもつ。こ

れに対して、少数派が政治決定権を掌握するときには、多数派は協調的政治改革のインセ

ンティブをもつ。したがって、民族主義的活動について政治交渉が不可能な場合には、政

治決定権の配分が重要になる。 
第３に、多数派の民族主義的活動について政治交渉が可能な場合には、多数派は政治決

定権と政治交渉力を持っているとき、民族主義的政治改革のインセンティブが大きい。し

たがって、多数派の民族主義的政治改革を抑制するには、少数派に政治決定権と政治交渉

力を与える必要がある。これに対して、多数派の協調的政治改革を促進するためには、少

数派に政治決定権、多数派に政治交渉力を与える必要がある。これは一種の民族間の権力

分有の重要性を示している。 
最後に、残された課題を指摘し結びとしよう。本稿では、多数派の実施する政治改革が

離散変数として扱われている。政治改革を連続変数として本稿のモデルを拡張することは

今後の課題としたい。 
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